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令和６年度工事監査の結果（１１月～２月実施） 

 

１ 監査の種類 

(1) 監査の名称 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき実施する工事に関する監査（以

下「工事監査」という。） 

(2) 工事監査の概説 

工事監査は、監査委員が必要に応じ、地方公共団体の長等によって行われた

工事が適法かつ合理的、能率的に行われていたか、また、経済的に妥当なもの

であったかについて、財務、技術の両面を通して監査し、指摘する具体的な事

実があれば、それはいかなる原因により生じたかを明らかにするために実施す

る監査です。 

 

２ 監査の目的 

本市における公共施設整備工事において、技術士資格を有する専門家の判断を

参考として、工事の計画、設計、積算、契約、施工等の妥当性、経済性及び安全

性について監査することにより、本市における建設事業の進展に寄与しようとす

るものです。 

 

３ 監査の対象 

(1) 対象事業 

中里橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許） 

(2) 対象部課等 

建設部建設管理課 

総務部契約検査課 

(3) 監査対象事項 

技術面及び事務執行面 

 

４ 監査の実施方法 

(1) 実施期間 

令和６年１１月１日から令和７年２月２０日まで 

(2) 実施場所 

監査事務局 
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対象工事現場 

(3) 実施方法 

ア 実施手順 

中里橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許）に関する監査について、

その着眼点を計画、設計、積算、契約及び施工の５項目としました。 

事務執行面は、主に当職が事前調査を行いました。技術面は、技術調査業

務を委託した協同組合総合技術士連合から技術士資格を有する松田隆氏（以

下「技術士」という。）が派遣され、当職立会いのもと、令和６年１２月１８ 

日に事前調査を実施しました。その後、技術士から提出された「秦野市中里

橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許）工事技術調査報告書」（以下「報

告書」という。）を参考として、総括的な監査を行いました。 

イ 監査の着眼点 

① 工事の計画は妥当か等 

② 事業目的に適合した設計となっているか等 

③ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか

等 

④ 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されているか等 

⑤ 工事施工計画は適切か等 

 

５ 工事の概要 

(1) 工事場所  秦野市曽屋地内 

(2)  工事内容  工事対象橋りょう 中里橋 １橋 

橋長   ４０．４メートル 

施工延長 ４０．４メートル 

幅員    ４．４メートル 

橋りょう修繕工   

ア 断面修復工   一式 

イ 水切り設置工 一式 

ウ 橋面工    一式 

エ 縁端拡幅工  一式 

オ 防護柵補修工 一式 

カ 仮設工    一式 

 (3) 契約内容 
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 工事請負契約 

・契約方法  条件付き一般競争入札 

・契 約 日  令和６年９月３日 

・工 期  令和６年９月４日から令和７年２月６日まで 

・契約金額  ２６，１６１，７４０円（税込み） 

・請負業者  秦野市東田原１３１―２ 

 有限会社マルワ建設 

 

６ 監査の結果 

技術士から提出された工事技術調査報告書では、計画から施工までの各分野に

おける個別事項の中で、より良い工事への更なる工夫や努力を期待する要望はあ

ったものの、工事全般に関して、是正すべき事項や瑕疵は認められず、問題はな

いとの判断が出されています。 

また、当職らが行った事務執行面の事前調査でも、適正であることを確認しま

したので、本件工事は、監査の着眼点とした計画、設計、積算、契約及び施工の

各項目について問題はなく、概ね良好な執行状況であると判断します。 

 

７ むすび 

今回の技術調査における技術士の講評等を参考に、今後も引き続き、公共工事の

適正な執行に努めるとともに、市民生活の利便性向上に貢献されることを期待し

ます。 

 

 


